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2023年 4月 10日 

各  位 

 

会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 

（管理会社コード 16714） 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  水 嶋  浩 雅  

問合せ先 業務本部 山口 節一 

（TEL:03－5208－5211） 

 

 

ＪＰＸ日経４００ベア上場投信（インバース）の 

受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更の 

可能性に関するお知らせ 

 

 

当社は、「ＪＰＸ日経４００ベア上場投信（インバース）」（証券コー：1468）（以下「本 ETF」

といいます。）につきまして、受益権口数の減少に伴い、約款に定める償還の条件に該当し、

信託の終了および上場廃止の可能性が生じましたことを、お知らせいたします。 

本 ETFは、2023 年 3月 10日付（効力発生日）で、「信託契約の解約」の条文の見直しに伴う

約款変更を実施いたしましたが、その後、受益権口数が 20営業日連続して 10万口を下回った

場合は、信託契約を解約し、信託を終了させることを定めておりますが、2023 年 4 月 10 日時

点の受益権口数が 7,000口となり、10 万口を下回ることとなりました。本日から 2023年 5月

10 日まで継続して受益権口数が 10 万口を下回ることにより、約款に定める信託契約の解約の

事由に該当することとなる場合は、信託終了日（償還日）を 2023年 6月 13日とする約款変更

を行うことを、本日決定いたしました。当該約款変更は 2023 年 5月 24日に適用となる予定で

す。償還金の支払いは信託終了日から 40日以内に開始いたします。 

本 ETFは東京証券取引所において監理銘柄（確認中）へ指定される見込みです。また、信託

終了が決定した場合は、整理銘柄に指定される見込みとなっております。この場合、2023年 6

月 9 日を東京証券取引所における最終取引日とし、2023年 6月 11日に上場廃止となる見込み

です。 

信託の終了を決定しない場合は、対象指標である「JPX日経 400インバース・インデックス」

に連動した運用を継続いたします。信託の終了を決定し、対象指標に連動する運用を行えなく

なった場合は、別途お知らせいたします。また、2023 年 5 月 10 日までに、受益権口数が 10

万口以上となった場合は、信託の終了および信託終了にかかる約款変更を行いません。 
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●スケジュール（予定） 

  本日から 2023年 5月 10日まで受益権口数が 20営業日連続して 10万口を下回ることにな

った場合は、下記スケジュールとなる予定です。 

 

東京証券取引所における監理銘柄（確認中）への指定 2023 年 4 月 10 日（月） 

東京証券取引所における整理銘柄への指定 2023 年 5 月 10 日（水） 

約款変更の適用日 2023 年 5 月 24 日（水） 

東京証券取引所における最終取引日 2023 年 6 月 9 日（金） 

東京証券取引所における上場廃止日 2023 年 6 月 11 日（日） 

信託終了日 2023 年 6 月 13 日（火） 

償還金支払開始日 2023 年 7 月 21 日（金） 

 

●投資信託約款の変更案 

  「ＪＰＸ日経４００ベア上場投信（インバース）」 

 

下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
（信託期間） 

第 3 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただ

し、第 43 条第１項および第 2 項、第 44 条第 1 項、第

45 条第 1 項および第 47 条第 2 項の規定によって信託

を終了させることがあります。 

② 前項の規定にかかわらず、第 43 条第 2 項に定める

受益権の口数が 20 営業日連続して 10 万口を下回った

場合に該当したことから、この信託の期間は、信託契

約締結日から 2023年 6月 13日までとします。 

 

（信託期間） 

第 3 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただ

し、第 43 条第１項および第 2 項、第 44 条第 1 項、第

45 条第 1 項および第 47 条第 2 項の規定によって信託

を終了させることがあります。 

② ＜新設＞ 

 

以上 


